
庁議付議案件  Ｎｏ．  １    

平成２２年４月６日  

所管 財政局企画部政策企画担当       

  

件  名 マスタープラン策定における体制及びスケジュールについて 

経 過 ・現状 

 

政 策 課 題 

＜経過・現状＞ 

 本市が将来にわたり、持続的に発展するための新たなまちづくり計画として、

今年度、マスタープランの策定に取り組む。 

 

＜課題＞ 

市民ニーズやまちの方向性を踏まえた政策実現のため、部局横断的な連携によ

る施策・事業の構築が必要である。 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取組 

（ 案 ） 

＜庁内体制＞ 

・総論・各論部分の検討のための庁内委員会を設置する。 

・計画の詳細部分については、各局の企画主任を中心に実務的な検討を行う。 

 

＜市民参加＞ 

・１００名程度のまちづくりワークショップ（４月４日実施済） 

・まちづくりシンポジウム 

・成果指標策定に向けた市民アンケート調査 

・パブリックコメント 

 

＜その他＞ 

専門的な見地からの意見聴取の場として、学識経験者等からなる懇話会を設置

するとともに、随時議会との意見交換ならびに情報提供を行っていく。 

 

＜今後の取組＞ 

【スケジュール】 

平成22年度 

4月4日  堺まちづくりワークショップの開催 

4月初旬  マスタープラン策定検討懇話会・庁内委員会の設置 

10月下旬  マスタープラン骨子（案）の公表 

12月初旬  マスタープラン（案）の公表・パブリックコメントの実施 

2月初旬  マスタープラン（案）の議会への上程 

平成23年度 

4月初旬  マスタープランの公表 

 

効 果 の 想定 
 

関係局との 

政 策 連 携 

全局 

 


